
各支所への電
話は本庁舎か
ら転送します

本 　 庁 　舎	 〒399-8281	 長野県安曇野市豊科6000番地	 TEL	0263-71-2000	 FAX	0263-71-5000

穂 高 支 所	 〒399-8303	 長野県安曇野市穂高6658番地	 	 FAX	0263-82-6622

三 郷 支 所	 〒399-8101	 長野県安曇野市三郷明盛4810番地1	 	 FAX	0263-77-6060

堀 金 支 所	 〒399-8211	 長野県安曇野市堀金烏川2750番地1	 	 FAX	0263-72-4900

明 科 支 所	 〒399-7102	 長野県安曇野市明科中川手6824番地1	 	 FAX	0263-62-4747

人口と世帯 2020.12.1 現在（　）内は対前月比
人口　97,176 人（－ 53）男 47,184（－ 10）女　49,992 人（－ 43）
世帯　40,277 世帯（＋ 8）
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本庁舎夜間・休日開庁日

時間延長窓口1月12日（火）
 （午後５時 15分から８時まで）
休日開庁日12月27日（日）・1月24日（日）
 （午前８時30分から正午まで）
※転出入・転居等一部業務のみ取り扱いま
す。事前に問い合わせください。

古紙配合率 60％
再生紙を使用しています。

対象世帯 購入品目 補助率 上限額

一般世帯
市防災ラジオ 購入金額の

３分の１ 5,000 円
防災用品

避難行動要支援者名簿
登録要件該当者　※

市防災ラジオ 購入金額の
３分の２ 10,000 円

防災用品 購入金額の
３分の１

防災用品購入補助金の申請はお早めに
市では、各家庭での災害時の備えの拡充を図るため、防災用品の購入に対して補助金を交付しています。本年度は例
年に比べ申請件数が増加しています。補助金交付は予算がなくなり次第終了しますので、お早めに申請ください。

補助の内容

申請方法

対象品目

問い合わせ

市内に住所を有し、市税等の滞納がない世帯を対象とします。
なお、申請は年度内１回に限ります。 （１） 市防災ラジオ（緊急告知機能付き防災ラジオ）

（２） 水　
（３） 非常食（賞味期限 1 年以上）　
（４） 乳児用飲食物　
（５） 防災セット（既製品）　
（６） 非常持出用袋（既製品）　
（７） モバイルバッテリー等の充電器、発電機、蓄電池
（８） 懐中電灯、ランタン、ろうそく　
（９） マッチ、ライター　
（10） 携帯ラジオ　
（11） 乾電池（充電式電池含む）　
（12） ヘルメット、防災頭巾　
（13） 簡易トイレ、携帯用トイレ　
（14） 寝袋、エアマット　
（15） エマージェンシーシート　
（16） カセットコンロ　
（17） ガスボンベ　
（18） ウォータータンク　
（19） ブルーシート　
（20） 土のう袋　
（21） 電気を使わないストーブ　
（22） 地震対策用品（家具転倒防止器具、感震ブレーカー、
  ガラス飛散防止フィルム等）

（23） 消火器

※避難行動要支援者名簿登録要件該当者とは、次のいずれかに
該当する場合です。

■ 65 歳以上の単身世帯　　■ 75 歳以上のみの世帯
■ 身体障害者手帳の１級または２級の所持者がいる世帯
■ 精神障害者保健福祉手帳１級の所持者がいる世帯
■ 療育手帳Ａ１の所持者がいる世帯　　
■ 要介護度３から５の認定者がいる世帯

提出書類を危機管理課または各支所地域
課へ提出してください（郵送も可）。申請
書等は同課窓口または市Ｈ

ホームページ
Ｐから入手で

きます。
※申請時には印章を持参してください。

危機管理課危機管理担当（市役所２階東側）
471・2119　672・6739写真は食品の一例です。


